
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 35 号 令和 8 年 5 月吉日 群馬県医療ソーシャルワーカー協会 災害支援対策委員会 

BCP とは「事業継続計画」のことで、Business Continuity Plan の頭文字をと

って「BCP」と呼ばれます。企業や施設がテロや災害、システム障害、不祥事など危機的

な状況下でも、重要な業務が継続または、早期復旧できる方法をあらかじめ決めておく

計画です。 

BCP が世界に広がったきっかけは、2001 年 9 月 11 日に発生したアメリカ同時多

発テロ事件後で、日本では東日本大震災後から普及されるようになり、リスクマネジメ

ントの一環として世界中で広く導入されています。 

単なる文書づくりではなく、大きな目的は体制をつくること。 

『災害対応能力』をより高めることにあります!! 

 

すでに介護・障害福祉事業所、災害拠点病院では、BCP 策定が義務

化されています。幼稚園・保育園、一般企業では法的な義務はありませ

んがリスクマネジメントの観点から努力義務化されています。 

地域性や各施設の実状に即した BCP 策定が求められています。 

～厚生労働省ＨＰより参考資料～ 
 

①医療施設災害対応のための事業継続計画作成の手引き 

②介護施設・事業所における業務継続計画作成の手引き 
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